
伊 丹 市 福 祉 資 金 支 給 要 綱 （ 昭 和 ５ ０ 年 伊 丹 市 要 綱 ）  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 低 所 得 世 帯 の 住 民 に 対 し ， 福 祉 資 金 （ 以 下  

「 資 金 」 と い う 。 ） を 支 給 す る こ と に よ り ， 経 済 的 な 自 立 と 生  

活 意 欲 の 助 長 及 び 促 進 を 図 り ， も っ て 住 民 福 祉 の 増 進 に 寄 与 す  

る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 支 給 対 象 者 ）  

第 ２ 条  資 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 は ， 次 の 各 号 に 揚 げ  

る 要 件 を 備 え て い な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  本 市 に お い て ， 生 活 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 ）  

に よ る 保 護 を 受 け て い る も の 。  

 ( 2 )  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 こ れ に 準 ず る 程 度 の 者 で 市 長  

が 特 に 必 要 と 認 め た も の 。  

（ 支 給 内 容 ）  

第 ３ 条  市 長 は 前 条 の 対 象 者 に 対 し ， 別 表 １ 及 び 別 表 ２ に 定 め る  

支 給 事 項 に 対 し て 資 金 を 支 給 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か ， 市 長 は そ の 者 の 生 活 費 （ 衣 食 そ の  

他 日 常 生 活 の 需 要 を 満 た す た め に 必 要 な 費 用 を い う 。 ） で ま か  

な う こ と が で き な い 臨 時 的 か つ 突 発 的 な 日 常 生 活 の 需 要 が 生 じ  

た 場 合 で あ っ て ， そ の 需 要 を 満 た す こ と が で き ， か つ ， 世 帯 の  

日 常 生 活 の 維 持 向 上 及 び 自 立 助 長 に 役 立 つ と 認 め た と き は ， 市  

長 が 認 め た 額 を 支 給 す る 。  

（ 支 給 方 法 ）  

第 ４ 条  市 長 は 前 条 の 規 定 に よ り 支 給 の 必 要 が あ る と 認 め た と  

き は ， 予 算 の 範 囲 内 に お い て 支 給 額 を 決 定 し ， 支 給 対 象 者 に 必  

要 な 額 を 支 給 す る 。  

（ 支 給 申 請 ）  

第 ５ 条  別 表 １ 中 支 給 事 項 の 欄 ( 1 ) か ら ( 4 ) に 掲 げ る 事 項 の 資 金  

の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 込 人 」 と い う 。 ） は ， あ  

ら か じ め 伊 丹 市 福 祉 資 金 支 給 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） 及 び そ の 他  



必 要 な 書 類 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 支 給 の 決 定 及 び 通 知 ）  

第 ６ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ り ， 支 給 の 申 請 が あ っ た と き は ，  

当 該 申 請 の 内 容 を 検 討 し ， 予 算 の 範 囲 内 に お い て 支 給 の 可 否 を  

決 定 し ， 伊 丹 市 福 祉 資 金 支 給 ・ 不 支 給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

に よ り 申 込 人 に 通 知 す る 。  

（ 資 金 の 返 還 ）  

第 ７ 条  資 金 の 支 給 を 受 け た も の が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と  

き は ， 支 給 を 受 け た 資 金 の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で  

き る 。  

 ( 1 )  偽 り そ の 他 不 正 な 方 法 に よ り 資 金 の 支 給 を 受 け た と き 。 

 ( 2 )  資 金 を 第 ３ 条 に 規 定 す る 目 的 以 外 に 使 用 し た と き ｡  

（ 細 則 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 資 金 の 支 給 又 は 運 用 に 関  

し 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 昭 和 ５ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ （ ２ ０ １ ９ ） 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ３ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ，こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 様 式（ 以 下「 旧 様

式 」と い う 。）に よ り 使 用 さ れ て い る 書 類 は ，こ の 要 綱 に よ る 改 正

後 の 様 式 に よ る も の と み な す 。  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ，現 に あ る 旧 様 式 に よ る 用 紙 に つ い て は ，当

分 の 間 ， こ れ を 使 用 す る こ と が で き る 。  

   付  則  



 こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



別 表 １  

 

 

別表２  

支  給  事  項  

（ 第 2条 第 1号 関 係 ）  
概   要  

( 1 )病 院 室 料 差 額 負 担  個 室 等 有 料 室 を 必 要 と す る 入 院 患 者 に 対 す

る 室 料 差 額  

( 2 )住 宅 費 補 充  単 身 者 が 入 院 し 、 そ の 入 院 期 間 が ６ 箇 月 を

経 過 し 住 宅 扶 助 が 削 除 さ れ た 場 合 に お い

て ,そ の 入 院 期 間 以 後 ６ 箇 月 以 内 に お い て

退 院 が 見 込 ま れ る と き の 住 宅 扶 助 費 相 当 額

（ 最 大 ６ 月 分 を 限 度 と す る 。 ）  

( 3 )往 診 料 （ 車 場 賃 ）  往 診 時 の 慣 行 料 金 と 法 定 料 金 の 差 額  

(4)検 査 料 （ 文 書 料 ）  検 査 時 の 文 書 料 の 慣 行 料 金 と 法 定 料 金 と の

差 額 実 費 額  

支  給  事  項  

（ 第 2条 第 2号 関 係 ）  
概   要  

( 1 )検 査 料  Ｄ Ｖ 被 害 者 等 が 施 設 等 に 入 所 す る 場 合 に 必

要 な 検 査 等 に 要 す る 実 費 相 当 額  



 (様 式 第 １ 号 )  

     年   月   日  

 

伊  丹  市  長   様  

 

           申請者 住 所               

 

                氏  名                

 

 

伊丹市福祉資金支給申請書 

 

 

 下記のとおり福祉資金 (            )を支給されたく申請

します。  

 

 

記  

 

 

 

被保護者等  

住  

所  

 

氏  

名  

 

必 要 と す る 事 項  
 

必 要 と す る  

理   由  

 

申  請  額  
 



 

(様 式 第 ２ 号 ) 

     年   月   日  

 

 

              様 

 

伊  丹  市  長    

 

伊丹市福祉資金（支給・不支給）決定通知書 

 

 

 下記のとおり福祉資金を（支給する・支給しない）ことに決定しましたの

で通知します。  

 

 

記  

 

 

 

被保護者等  

（依頼者）  

住  

所  

 

氏  

名  

 

必 要 と す る 事 項  
 

支  給  額  
 

（ 支 給・不 支 給 ）の

理 由  

 


